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大
き
な
カ
ブ
ト
ム
シ
を

み

つ

け

よ

う

と
き　

7
月
23
日（
日
）
午
前
9

時
～
11
時（
受
付
け
は
8
時
30

分
か
ら
）

と
こ
ろ　

Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン

タ
ー
、
幸
手
総
合
公
園
さ
く
ら

ふ
れ
あ
い
広
場

内
容　

カ
ブ
ト
ム
シ
の
育
て
方
、

採
取
体
験

対
象　

小
学
生
以
下
の
児（
要
保

護
者
同
伴
）

定
員　

50
人（
申
込
み
順
）

参
加
費　

5
0
0
円

申
込
み　

7
月
17
日（
祝
）
ま
で

に
幸
手
公
園
ガ
イ
ド
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ（h

t
tp:

/
/
w
w
w
.
par

k
-

satte.jp

）ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ

問
合
せ　

指
定
管
理
者
ユ
ニ
シ

ア
☎（
53
）5
5
1
0
・
（
48
）

5
1
7
8

夏
の
お
は
な
し
会

と
き　

7
月
21
日（
金
）
午
前
11

時
～
正
午

と
こ
ろ　

南
公
民
館
和
室

対
象　

幼
児
～
小
学
生

定
員　

50
人（
先
着
順
）

※
当
日
、
直
接
会
場
へ

参
加
費　

無
料

問
合
せ　

南
公
民
館
☎
・
（
43
）

6
0
5
3

電
車
DE　
清
水
公
園

と
き　

8
月
19
日（
土
）午
前
8
時

幸
手
駅
集
合
、
午
後
5
時
帰
着

予
定

と
こ
ろ　

清
水
公
園（
野
田
市
）

対
象　

小
学
校
4
年
生
～
6
年
生

定
員　

20
人（
定
員
を
超
え
た
場

合
は
抽
選
）

参
加
費　

無
料

申
込
み　

小
学
校
で

配
布
さ
れ
た
申
込

用
紙
を
7
月
19
日

（
水
）ま
で
に
社
会
教

育
課
・
各
公
民
館
の
受
付
箱
へ

問
合
せ　

幸
手
市
青
少
年
相
談
員

協
議
会
事
務
局（
社
会
教
育
課

内
）☎（
43
）
1
1
1
1
内
線
6 

4
3
・
（
42
）5
8
0
3

子ども向け
　夏イベント

　　夏休み、新しいことに
チャレンジしてみよう ！

戦没者等の妻に対する特別給付金 戦没者の父母等に対する特別給付金

支給
対象者

「戦没者等の妻に対する特別給付金支給
法」により次の特別給付金国庫債券の受
給権を取得した者であって、基準日現
在、公務扶助料や遺族年金等の受給権
を有している者

「戦没者の父母等に対する特別給付金支給法」に
より次の特別給付金国庫債券の受給権を取得し
た者であって、基準日現在、公務扶助料や遺族
年金等の受給権を有し、かつ基準日前日までに
氏を同じくする自然血族たる子又は孫を有する
に至らなかった者

基準日等

①第二十二回特別給付金国庫債券「に号」 
受給権者
基 準 日　平成 29 年 7 月 14 日
請求期間　平成 29 年 7 月 14 日
　　　　　　～平成 32 年 7 月 13 日

②第十七回特別給付金国庫債券「わ号」
受給権者
基 準 日　平成 29 年 10 月 1 日
請求期間　平成 29 年 10 月 1 日
　　　　　　～平成 32 年 9 月 30 日

第二十四回特別給付金国庫債券「ほ号」受給権者
第二十一回特別給付金国庫債券「り号」受給権者
第十九回特別給付金国庫債券「か号」受給権者

基 準 日
　平成 29 年 10 月 1 日
請求期間
　平成 29 年 10 月 1 日
　　～平成 32 年 9 月 30 日

請求方法 請求期間に所定の申請書類を社会福祉課に提出

◎戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

　戦没者等の遺族に対する特別弔慰金（第十回特別弔慰金）の請求が、
平成 30 年 4 月 2 日で終了となります。期限以降は請求できなくなりま
すので、お早めにご請求ください。

　国では、先の大戦において戦没者となった人の遺族等への援護施策として、特別給付金・

弔慰金の支給を行っています。

　このたび、つぎの特別給付金が継続実施されることとなりましたので、支給対象となる

人につきましては、ご請求いただきますようご案内いたします。

問合せ　社会福祉課☎（42）8435・（43）5600

戦没者等の特別給付金 ・弔慰金の請求をお忘れなく
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図
書
館
に
い
こ
う

と
こ
ろ　

図
書
館

▼
お
札
の
不
思
議
大
発
見
！

と
き　

7
月
26
日（
水
）
午
後
2

時
～
3
時

内
容　

お
札
と
切
手
の
博
物
館
の

講
師
が
紙
幣
に
つ
い
て
解
説

対
象　

小
学
校
1
年
生
～
3
年
生

定
員　

30
人（
申
込
み
順
）

申
込
み　

7
月
8
日（
土
）か
ら

▼
宇
宙
博
士
に
な
ろ
う
！

と
き　

7
月
27
日（
木
）
午
後
2

時
～
3
時
30
分

内
容　

Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ

の
講
師
に
よ
る

宇
宙
に
ま
つ
わ

る
お
話
や
実
験

対
象　

小
学
校
4
年
生
～
中
学
生

定
員　

30
人（
申
込
み
順
）

申
込
み　

7
月
8
日（
土
）か
ら

▼
み
ん
な
で
作
ろ
う
！
工
作
教
室

と
き　

8
月
3
日（
木
）午
前
10
時

～
正
午

内
容　

紙
コ
ッ
プ
で
動
く
も
の
を

作
る

対
象　

小
学
校
1
年
生
～
3
年
生

定
員　

25
人（
申
込
み
順
）

申
込
み　

7
月
15
日（
土
）か
ら

▼
さ
っ
て
・
シ
ネ
マ
ラ
ン
ド

と
き　

8
月
5
日（
土
）午
後
3
時

か
ら

内
容　

ミ
ッ
キ
ー
マ
ウ
ス
の
お
化

け
退
治
な
ど

対
象　

幼
児
～
小
学
生

▼
お
は
な
し
会

◎
ひ
と
つ
ぶ
お
は
な
し
会

と
き　

毎
週
土
曜
日
午
後
2
時
か

ら
内
容　

絵
本「
お
っ
き
ょ
ち
ゃ
ん

と
か
っ
ぱ
」な
ど

対
象　

5
歳
以
上
の
人

◎
お
は
な
し
の
森

と
き　

7
月
12
日（
水
）・
26
日

（
水
）午
前
10
時
30
分
か
ら

内
容　

絵
本「
ね
こ
ざ
か
な
」な
ど

対
象　

0
歳
～
小
学
校
就
学
前
の

幼
児
と
保
護
者

◎
な
で
し
こ
サ
ロ
ン

と
き　

7
月
20
日（
木
）午
前
10
時

30
分
か
ら

内
容　

絵
本
、
手
遊
び
、
お
し
ゃ

べ
り
、
子
育
て
相
談

対
象　

0
歳
～
小
学
校
就
学
前
の

幼
児
と
保
護
者

◎
こ
わ
い　

お
は
な
し
会

と
き　

8
月
6
日（
日
）午
後
3
時

か
ら

対
象　

4
歳
児
～
小
学
生

◎
香
日
向
お
は
な
し
会

と
き　

7
月
23
日（
日
）午
前
11
時

か
ら

と
こ
ろ　

図
書
館
香
日
向
分
館

対
象　

4
歳
児
～
小
学
生

問
合
せ　

図
書
館
☎（
42
）0

 
1
 6 

9
・
（
44
）0
5
3
6

問合せ　水道管理課☎（48)0050・（48)0120

みなさんのご協力を
よろしくお願いします

みなさんのご協力を
よろしくお願いします

　水は、私たちの生命を維持するために必要不可欠な資源です。
　水の需要も最盛期を迎え、各地で水不足が心配される季節となりました。み
なさんのご家庭でも、一人ひとりが節水を心掛け、水という限りある資源を大切
に使いましょう。　　　　　　　　　　　　　

水不足（渇水）により予想される影響水の上手な使い方

　水道水を送り出す圧力を下げる減圧給水、夜

間の断水などを実施する場合があります。

《断水時の影響》

　○家事をする時間の大幅な制限

　○消火活動や医療活動への影響

　○入浴・洗濯・食生活への影響

　○衛生状態の悪化による食中毒などの発生

　○プール、公園への給水停止

渇水時の影響を最小限にするためには

日ごろの節水が最も有効な手段です

　ちょっとした心掛けでたくさんの水が節約で

きます。各ご家庭の状況に応じて、いろいろ工

夫して上手に水を使いましょう。

《節水のポイント》

▼お風呂の残り湯は、洗濯・拭き掃除・洗車・

植木の散水に利用し、汚れの目立たないお

湯は、もう一度沸かして再利用しましょう。

▼ シャワーの流しっ放しはやめましょう。

シャワーよりも浴槽にためて使った方が節

水になります。

▼お米のとぎ汁などは、まき水に利用した

り、植木への散水などに再利用しましょう。

食器や調理器の油分は紙で拭いてから洗う

と、かなりの節水になります。

▼水道使用量を前回の使用量と比較して、ど

れだけの節水効果があったか確認してみま

しょう。ご家庭の状況に応じて、いろいろ

な工夫をしてみてください。


